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 今後の施策  
（１）発症予防 

○ 心筋梗塞等の心血管疾患を予防するため、メタボリックシンドローム予防に着

目した特定健診・特定保健指導等の推進を図るとともに、本県の実情を踏まえて発

症率や死亡率を有効的に低下させる要因なども考慮し、県民が生活習慣を改善で

きるよう支援します。 
○ 心疾患やその危険因子を持った人が、適切に飲食等ができる食環境の整備を行

います。 
○ 心筋梗塞等の心血管疾患やその危険因子の早期発見、早期治療のために、地域・

職域連携協議会や県医師会、検診機関等との連携により検診を受けやすい体制を

整備し、受診を勧奨します。 
○ 初期症状出現時における対応について、本人及び家族等患者の周囲にいる者に

対する教育、啓発を実施します。 
 

（２）応急手当・病院前救護 

○ 心筋梗塞等の心血管疾患を発症し心肺停止となった場合に、患者の近くにいる

者が迅速に対応できるよう、市町村、関係団体等と連携して、AEDの使用を含めた

心肺蘇生法の講習の充実を図るとともに、県民への AED の有用性や設置状況等の

情報提供に努めます。 

    また、設置者に対して適切な管理を行うよう周知に努めていきます。 

心筋梗塞等の心血管疾患が疑われる場合、救急隊、循環器を専門とする医療機  

関、急性期医療を担う医療機関が連携し、速やかに専門的治療が受けられるよう、

「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」や ICTの活用などにより、医療機関情報

の共有を促進するなど救急搬送体制の充実を推進します。 
 
（３）急性期、回復期、再発予防 

○ 心筋梗塞等の心血管疾患の急性期の専門的治療や回復期のリハビリテーション

を行う医療機関、再発予防を担うかかりつけ医など、在宅医療も含め、切れ目のな

い医療が行われる体制づくりを推進します。 
 
 
（目標） 

項   目 現 状 
目 標 

（令和 11(2029)年度） 

急性心筋梗塞年齢調整死亡率 

（人口 10万人対） 

男性 41.6（R2） 

女性 20.6（R2） 
減少 

 
  


